
大阪市営住宅ストック総合活用計画における活用手法選定の考え方

【２次判定】
・全面的改善やEV設置の改善履歴を有するもので、改善後一定期間未満の住棟は、２次判定により継続活用とする。
【３次判定】
・団地内での異なる活用手法の混在状況や活用手法の実施可否、敷地の有効活用、効果的な事業遂行の観点等を総合的に
判断し、最も適切な活用手法の組み合わせとなるよう最終判定を行う。
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